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緊急のお知らせ⑪ 

－新型コロナウイルス感染拡大防止に係る今後の活動について－ 

 

 「サッカーを愛する子ども達にとって、サッカーは決して“不要”なものではない。この
子達にとってサッカーのできる環境は、学校と同じ位大切なもの。」 
 コロナ禍の収束が見えない中、このような考えで子ども達がサッカーのできる環境作りを進め
て参りましたが、本日緊急事態宣言が発出されるに至り、さらに大きな影響を受けることとなり
ました。 

 具体的には、宣言が発出された翌日から、市内の国府台スポーツセンター等のスポーツ施設が
使用できなくなります。期間は今の所 2月 7日までと考えられます。 
 このため、様々な準備を進めてきた第５１回市川市少年サッカー親善大会交流戦 シャポー市川
カップ２０２０（６年生の部）も、残念ながら大きな変更を余儀なくされることとなりました。
しかし、下記の様に中止とはせずに、2 月 8 日以降に会場使用が可となることに望みを託したい
と思います。なお、2 月 8 日以降に確保してある国府台スポーツセンター陸上競技場や国分川調
整池グランドの使用枠は、すべて卒業を控えた 6 年生のために使用したいと考えております。 

 また、各小学校の校庭も、緊急事態宣言発出に合わせて、1 月 8 日から使用できなくなるため、
各クラブの活動も大きな制限を受けることとなります。学校開放に関するお知らせは各学校から
利用団体に通知されることになっています。 

これからまた、サッカーのできない日々が続くことになります。サッカーを愛する子ども達が
可哀想でなりませんが、国難に対処する義務や責任という視点からも子ども達に話して聞かせて
いただけたらと思っております。 

  

4 種委員会として、１月以後の活動を下記のように実施する予定でおりますが、2 月８日以降に
緊急事態宣言が継続となった場合は再度の変更も考えられます。その場合は追ってご連絡いたし
ますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．シャポーカップ 2020 親善大会（６年）にいて 

 ➡ 延期としますが、当初の内容からは大きく変更しての実施となります。 

※2月8日以降に、スポーツセンター等の会場使用が可となった段階で、4種委員会が確保してあ

る会場の状況で内容を決定します。 

 ➡ 延期に伴うお願い  

大会パンフレット及び参加賞を配布しますので、参加チームは所属する支部の決められた時間に取り

に来て下さい。 

期日:1 月９日（土）  場所:国府台スポーツセンター駐車場 

時間:中央支部（9;00-9:30） 北部支部（9:30-10:00） 総武支部（10:00-10:30） 

南部支部（10:30-11:00） 

 

２．「サッカー教室(指導者講習会)」について 

 ➡ １月２３日及び２月６日のサッカー教室は中止とします。  

 ※閉校式も行いません。修了証は郵送等で該当者にお届けします 

 

３．「U-12 女子サッカー教室」について 

➡ １月２３日の女子サッカー教室は中止とします。  

 

４．「わんぱくサッカー教室」について  

➡３年生の部 総武支部 １月１７日分は期日を変更し、２月２１日（日）に実施します。 

 ※場所とタイムスケジュールに変更はありません。（緊急のお知らせ⑩参照） 

   



➡ ２年生の部サッカー教室は期日を変更して実施します。 

   ※後日詳細をお知らせします。 

 

５．行徳ライオンズクラブわんぱくリーグサッカー大会について 

➡今年度は中止とします。 

※各小学校会場の使用が見込めないため残念ですが中止とします。 

 

６．役員会、代表者会議について 

 ➡ 役員会、代表者会議は、当分の間、実施しない予定です。 

 


